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働き方改革及び週休２日に係る工事成績評定の取扱いについて 

 

 

工事の成績評定については、建設業における働き方改革及び建設現場における

週休２日の確保を推進する観点から、「請負工事成績評定要領の運用の一部改正に

ついて（平成 30年 4年 6日付け国官技第１号）」により通知されたところであるが、考

査項目別運用表における評価の考え方については、別紙を参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

１．働き方改革 

（考査項目別運用表 別紙－１⑧ ５．創意工夫 Ⅰ.創意工夫） 

 本細別では、次の新規事項を追加し、他の模範となるような受注企業の働き方

改革に係る下記取組を、当該工事において実施した場合に評価する。 

 

 

 

 

 

 事項名「週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組みが図られてい

る。」については、週休 2日の確保自体を評価する項目ではなく、他の模範とな

るような、週休 2日確保に向けた受注企業の取組（社員教育や情報共有方法

等）を、当該工事で実施した場合に評価するものとする。 

 「Ⅰ．創意工夫」における加点は最大７点とし、そのうち【働き方改革】の項目に

おいては最大２点とする。複数事項への取組みや実施状況の内容に応じて、１

点、２点で評価する。 

 工事成績評定入力システムの改良が難しい場合は、当面、【その他】において

上記事項名を入力し、評価するものとする。 

 

 

２．週休２日の確保 

現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保の評価は、発注者指定及び受注者

希望の別に関係なく、下記細別において加点評価を行う。 

ただし、発注者指定型において、工事完成時に現場閉所による週休２日（４週８休

以上）が受注者の責により確保出来ない場合は、実施状況に応じ、「考査項目別運用

表 別紙－２④ ７．法令遵守等 ８．その他」において、減ずる措置を行う。なお、受

注者希望型については、減点は行わない。 

 

（考査項目別運用表 別紙－１② ２．施工状況 Ⅱ．工程管理） 

 評価する週休２日を、現場閉所による４週８休以上と定義する。 

 週休 2日の確保を行った場合は、下記２事項両方で評価する。 

 

 

 

 

（考査項目別運用表 別紙－２① ２．施工状況 Ⅱ．工程管理） 

 本細別では、新規事項を追加し、週休 2日の確保を行った場合は、下記２事項

両方で評価する。 

 なお、前述評価の場合、本細別は、原則 a評価とする。ただし、他の事項で著し

【働き方改革】 

□ 週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組みが図られている。 

□ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組みが図られている。 

□ 休日の確保を行っている。 

□ その他 ［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行っている。］ 



別紙 

く低く評価する内容が確認される場合は a評価としないことが出来る。 

 なお、工事成績評定入力システムの改良が難しい場合は、当面、【その他】に

おいて上記新規事項名を入力し、評価するものとする。 

 

 

 

 

 

３．書類の簡素化の取組みへの対応 

   工事関係の書類の簡素化への取組みについては、電子化によるペーパーレス

化や、事前協議により評価対象書類及び作成媒体の明確化を実施しているところ

であるが、工事成績評定への影響を意識した過剰な書類の作成等が散見される。 

そこで、更なる徹底を図るべく、必要以上の書類作成を促すような考査項目別

運用表の記載及び書類について、下記の見直しを図った。 

 

（考査項目別運用表 別紙－３① ２．施工状況 Ⅰ．施工管理） 

（考査項目別運用表 別紙－３② ３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形） 

（考査項目別運用表 別紙－３③ ３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形） 

（考査項目別運用表 別紙－６） 

 

□ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 

□ 現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保に取り組んだ。 


